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この手引は、来る５月２４日に行われる防府市長選挙にあたり、立候補に伴う届出の手
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に明るい選挙の実を挙げられますよう切望いたします。 
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第１  選挙日程予定表  

月      日 事                   項 備      考 

４月１３日（月） 立候補予定者説明会（１５時～） 
市役所本館３階 

3A・3B共用会議室 

４月１６日（木） 
候補者届出書等の事前審査開始 

４月２４日（金）まで（土日を除く） 
市選管事務局 
(市役所本館５階) 

５月１７日（日） 

選挙期日の告示 

立候補届出（立候補辞退届） 

公費負担、選挙公報の届出も含む 

市役所本号館８階 

市民文化センター 
（10 時以降は市選管

事務局） 

公営施設使用の個人演説会開催申出開始 

選挙立会人届出の受理開始 
 

投票記載所における候補者氏名等の掲示掲

載順序のくじ、選挙公報掲載順序のくじ 

17：10～ 

市選管事務局 

５月１８日（月） 

期日前投票の開始 

5月 23日まで（野島投票区は 22日まで） 

市役所福祉棟 

ゆめタウン防府 

イオンタウン防府 

不在者投票の開始  

５月１９日（火） 公営施設使用の個人演説会の開始  

 

５月２１日（木） 

 

公営施設使用の個人演説会開催申出期限 

選挙立会人届出期限 
17：00締め切り 

選挙立会人を定めるくじ 
17：10～ 

市選管事務局 

５月２３日（土） 

選挙運動最終日 
野島投票区の繰上投票  

５月２４日（日） 

選挙期日 

投票   
7:00 ～ 20:00 

市内３３箇所 

選挙会（開票） 
21:00～ダイキョーニ

シカワ「ソルトアリー

ナ防府」 

５月２５日（月） 当選証書の付与  

６月８日（月） 選挙運動費用収支報告書の提出期限 
選挙の日から 

１５日以内 

６月９日（火）以降 供託証明書(正本)の返還 
請 当選告示の日から 

  １４日を経過後 
 

備  考 ： 選挙管理委員会、選挙長に対してする届出、請求、申出その他の行為は、 

午前８時３０分から午後５時までの間にしなければならない。 

（公職選挙法第２７０条） 
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第２   立候補の届出に関する一般事項  

○ 選挙権 

 選挙期日を基準として年齢満１８歳以上で引き続き３か月以上(令和８年２月１６日 

以前から)防府市に住所を有している日本国民。 

ただし､一定の刑に処せられている者は､選挙権を有しない。 

 

○ 被選挙権 

選挙の期日を基準として年齢満２５歳以上の日本国民。 

ただし、一定の刑に処せられている者は､被選挙権を有しない。 

 

○ 選挙人名簿登録資格 

住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き３か月以上、防府市の住民基本

台帳に記載されている者。（令和８年２月１６日以前から防府市に住民票があること） 

 

○ 立候補届出 

 

１ 届出の区分 

 

ア 本人届出（候補者となろうとする本人による届出） 

イ 推薦届出（選挙人名簿に登録されている者が本人の承諾

を得て届出） 

２ 届出書類の提出 
・郵便等によることなく、直接選挙長に提出すること。 

・提出者は必ずしも本人でなくともよく 、代理人でよい。 

３ 届出の期日 令和８年５月１７日（日） 午前８時３０分から午後５時まで 

４ 届出の場所 
市役所本館８階文化センター 

(午前１０時頃からは市選管事務局：本館５階） 

５ 届出に必要なもの 

 

① 候補者届出書ほか必要書類 

② 候補者届出書等に押印した印鑑（自署の場合、不要） 

６ 届出場所への 

入場者の制限 

候補者１人につき、提出者及びその補助者の計２名以内。 

※会場内での携帯電話の使用は禁止 

 

７ 受付時間による 

  受付の区分                    

 

ア 午前８時３０分までに受付した者。 

抽選の方法により、届出順位を決定し、審査を行う。 

イ 午前８時３０分を過ぎて受付した者。 

前記 アの審査終了後、到着順に受付し、審査を行う。 

※該当の順位の呼び出しに応じない場合、又は審査の過程で届

出書類に不備があり、その場で直ちに補正できない場合は、そ

の者の順位は取り消され、次順位以下の候補者を順次繰り上げ

る。 
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８ 届出書類の審査 ○ 補正又は不受理とされるものの例 

 ・届出書の必要事項に記載がないもの、記載事項が誤字、脱

字等によって明らかに誤りであると認められるもの 

・添付書類の必要事項に記載がないもの 

 

○ 不受理とされるものの例 

・候補者届出書の生年月日の記載よりして明らかに選挙期日

において被選挙権を有しないことを知り得るもの 

・供託証明書(正本)の添付のないもの 

・候補者届出書に所属党派名が記載されているにもかかわら

ず、当該所属党派証明書を欠いているもの（所属党派証明書

がない場合は、無所属と記入しなければならない。） 

・候補者となることができない者でない旨の宣誓書、戸籍の

全部事項証明（謄本）又は個人事項証明（妙本）及び住民票

の添付のないもの 

・推薦届出の場合は、候補者の承諾書、推薦届出人の選挙人

名簿登録証明書の添付がないもの 

 

９ 交付物件の受領 
届出書が受理された後、届出の場所と同じ会場で、届出済

番号札と引き替えに交付物件を受領する。 

 

◎ お願い 

交付物件には、届出順位の番号が記入してありますが、

氏名の記入はありません。必ずそれぞれ所定の箇所に候補

者の氏名を記入してから御使用ください。 

 

10 辞退届出 ・辞退ができるのは、候補者本人のみである。 

・辞退の届出期間は、立候補届出の日(午後５時まで)に限る。 

・辞退は、文書によって、郵便等によることなく、直接選挙

長に届け出ること。 

・候補者が特定の公職についたときは、立候補の辞退をした

ものとみなされる。この場合でも、直ちにその旨を選挙長に

届け出ること。 

・立候補を辞退し、または辞退とみなされる場合は、供託金

は没収される。 

・交付を受けた交付物件、証明書類は、直ちに返還すること。 

 

11 事前審査 ４月１６日 (木)～４月２４日 (金)（受付時間：平日午前

９時から午後３時まで）の間、市選管事務局で届出が必要な

書類の事前審査を行う。 

届出に必要な書類すべてを準備し事前審査を受けること。

必要な書類は所定の封筒に入れて持ってくること。 

候補者届出書等に押印した印鑑を持ってくること。 
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第３  立候補に伴う届出書類 
１ 候補者届出書 様式１ページ 

項目 記     載     要     領     等 

(1)氏     名 

 

必ず戸籍上の氏名を記載すること。 

ただし、次の場合はこの限りでない。 

(ｱ) 対応する当用漢字等に更正する場合 

戸籍簿に記載された氏名の漢字のうち、常用漢字表(カッコ書

き以外)及び人名用漢字別表に掲げられている文字中に対応す

るものがあれば、戸籍上の氏名の漢字をこれらの表の相当する

文字に改めてもよい。 

(例  示)     廣→広     乘→乗     眞→真 

(ｲ) 誤字、俗字を正字に更正する場合 

戸籍簿に記載された氏名が誤字、俗字である場合、正字に改め

てもよい。 

（例  示）    﨑→崎     冨→富     嶋→島 

(2) フリガナ (1)  本名の呼び方に従ったものでなければならない。 

    ただし、本名以外の呼び方で、名前の漢字に従って通常一般の

呼び方で呼ばれている時は、その呼び方でもよい。 

 （例  示）定家（テイカ・サダイエ）、雪重（キヨシゲ・ユキシゲ） 

(2)「カタカナ」で表記すること。 

(3)性     別  

(4)本     籍 (1)  都道府県名から番地まで記載する。 

(2) 「丁目」、「番地」の文字は必ず記載する。 

   （新住居表示の「番」、「号」についても同様。） (5)住     所 

(6)生年月日      戸籍上の生年月日を記載する。 

(7)満 年 齢      選挙期日現在の満年齢を記載する。 

(8)党     派 (1)  所属政党等がないときは、「無所属」と記載する。 

この場合は、所属党派証明書は添付する必要がないので添付書類

欄中の所属党派証明書の文字を二重線で消し押印する。 

(2) 所属党派証明書の政党その他政治団体名と一致。 

(3)  ２以上の政党その他の政治団体に属するときは、いずれか１の

政党、政治団体の名称を記載すること。 

(4)  政党・政治団体の名称の字数が２０字を超えるときは、２０字

以内の略称をあわせて記載すること。 

(9)職     業 (1)  職業は､主たるものひとつをなるべく詳細に記載すること。 

(2)  兼職禁止の職にある場合や、防府市と請負関係にある場合は、そ

の旨を記載すること。 

(10)ｳｪﾌﾞｻｲﾄ等

のｱﾄﾞﾚｽ 

 選挙運動用ウェブサイト等のアドレスの内の一つを記載することが

できる。（メールアドレスは不可） 

○ 記載事項に異動が生じた場合、直ちにその旨を選挙長に文書で届け出ること。 
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添付書類 

書類 記     載     要     領     等 

 

(ｱ)供託証明書 

  (正本) 

 

 

供託書申請の「記載例」(山口地方法務局資料を参照) 

(1)供託金額は１００万円（公職選挙法９２条) 

(2)供託すべき者   立候補本人・推薦者も可 

（第三者が供託した場合無効） 

(3)候補者届出書に記載された住所・氏名と一致。 

(4)告示前なるべく早めに供託を済ませておくことが望ましい。

(5)供託事務は、山口地方法務局供託課（電話 083-922-2397） 

(6)供託証明書(正本)の返還 

① 供託金没収点 有効投票の総数の１０分の１ 

② 供託金没収点以上の得票があった場合、訴訟のない限り、 

当選人決定告示の日から１４日経過した後、「供託原因が消

滅した旨の証明書」を添えて供託書を返還（郵送）する。 

③ 候補者の印、供託証明書、上記文書を持参して山口地方法務

局で返還手続を行う。（代理人が受領する場合は、代理人を

証する書類及び代理人の 印鑑も必要） 

 

(ｲ)宣  誓  書 

 様式２ページ 

 候補者が、被選挙権があること、他の選挙に立候補していない

こと並びに連座の適用で立候補制限を科せられていないことを

誓う文書で、虚偽の宣誓をした者は処罰される。 

  
(ｳ)所属党派証明書 

 様式３ページ 
 

(1)発行権者は、各政党等において、それぞれ定められているの

で、あらかじめ支部、本部等に照会する。 

(2)氏名及び住所は候補者届出書の記載事項と同一。 

(ｴ)戸籍の全部事項

証明（謄本）又は 

個人事項証明（抄本） 

(ｵ)住民票の一部

（本人） 

最近発行のもの（３か月以内） 

 

(ｶ)通称認定申請書 

 様式４ページ 

候補者が戸籍上の氏名以外の呼称を有し、それが戸籍上の氏名

のかわりに広く通用している場合で、選挙長の認定を受けた場合

に限り使用できる。 

     この場合、このことを証するに足りる資料（郵便物、名刺、著

書等）を提示しなければならない。 

     ただし、戸籍上の氏名の漢字をかな書にする場合は、通称認定

申請書の提出だけでよい。 

 

   ※  申請が認定された場合、その通称が使用される範囲 

    ・候補者届出等の告示 

    ・新聞広告 

    ・選挙公報、投票記載所の候補者氏名等の掲示 
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２ 選挙事務所設置届 様式５ページ、１２ページ 

 

 選挙事務所の概要 

 

  (1) 設置に関すること 

   ① 設置者は候補者又は推薦届出者。 

   ② 候補者 1人につき 1箇所。 

   ③ 設置したとき及び異動があったときは直ちに市選管事務局に届出なけらばな

らない。 

④ １日につき１回を超えて異動（廃止に伴う設置を含む）することはできない。 

⑤ 投票所入口から半径３００メートル以内の区域に選挙事務所を設置している

場合は、投票日当日、閉鎖するか､３００メートル以外の区域に移転しなければな

らない。この場合も異動届が必要。 

 

(2) 選挙事務所の表示に関すること 

 ① 種類 ポスター、立札、看板、ちょうちんの類 

② 数量  ポスター、立札、看板の類は通じて３枚以内。ちょうちんの類は１個。 

 ③ 規格 ポスター、立札、看板の類は３５０cm×１００㎝以内。 

ちょうちんの類は高さ８５㎝､直径４５㎝以内 

④ 掲載内容 全体として選挙事務所を表示するものでなければならない。 

余白に候補者の写真や政見を掲載することは支障ない。 

⑤ 掲載場所 選挙事務所の所在場所に限る。 

  

記載要領 記入例を参照 

 

３ 出納責任者選任届  様式６ページ、１３ページ 

 

 出納責任者の概要 

(1) 候補者又は推薦届出者が選任する。候補者が自ら出納責任者となることもできる。 

(2) 選任したとき及び異動があったときは直ちに市選管に届け出なければならない。 

(3) 選挙に関する支出は、出納責任者でなければできない。 

ただし、次の場合は、例外とされている。 

① 立候補準備のために要する支出をすること。 

② 電話による選挙運動に要する支出をすること。 

③ 出納責任者から文書による承諾を得て支出すること。 

 

記載要領 記入例を参照 
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４ 報酬を支給する者の届出書 様式７・８ページ 

 

 選挙運動のために使用する事務員及び車上運動員の概要 

 

(1)  選挙運動のために使用する事務員及び専ら選挙運動に使用される自動車又は

船舶における選挙運動のために使用する者(うぐいす嬢、手話通訳者、要約筆記者)

のうち、報酬を支給する者については、あらかじめ市選管事務局に届け出なけれ

ばならない。 

(2)  報酬を支給できる人員は、１日につき１２人で期間を通じて５倍を超えない範

囲で、異なる者を届け出ることができる。(６０人まで登録ができ、８４人役まで) 

(3)  支給できる期間は選挙運動期間（５月１７日～５月２３日の７日間）で、 

 届け出がされていない事務員及び車上運動員に対して、報酬は支給できない。 

(4) 支給できる報酬及び実費弁償の上限等は資料１（１９ページ）を参照。 

 

５ 請負関係について  様式９ページ 

  地方自治法第１４２条(長の兼業禁止を確認するための書類です。) 

 

記載要領 記入例を参照 

以上(選挙事務所設置届・出納責任者選任届・報酬を支給する者、請負関係について)

の書類を立候補届出時に提出のこと 

 

６ 選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書  様式１０ページ 

 

 選挙立会人の概要 

(1) 候補者は、選挙立会人となるべき者１名を届け出ることができる。  

(2) 届出期間は、５月１７日(日)～２１日(木)の間の午前８時３０分から午後５時  

 まで。 

(3) 選挙立会人は、防府市の選挙人名簿に登録されている者でなければならない。 

(4) 選挙立会人となる本人の承諾書を要する。 

(5) 届出のあった立会人が、１０人を超えるとき 、または同一政党に属する者が 

 ３人以上あるときは、くじを行う。 

くじは、５月２１日(木) 午後５時１０分から市選管事務局で行う。 

くじには、候補者又は代理人による立会いができる。 

 

    記載要領 記入例を参照 
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７ 公営施設使用個人演説会開催申出書  様式１１ページ 

 

 個人演説会の概要 

 

  (1) 個人演説会・・・(会場内では、選挙運動用ビラの頒布可) 

   ① 開催できる者は候補者に限られているが、候補者以外の者でも演説することが

できる。（候補者が演説しないで他の者だけが演説することもできる。） 

   ② 開催の周知は、候補者がすること。周知の方法は、選挙運動用ポスター、選挙

運動用通常葉書及び街頭演説会等の機会を利用して口頭で行うことができる。

（戸別に演説会のあることを周知することは戸別訪問とみなされ選挙運動の制

限違反となる。） 

   ③ 掲示できる文書図画 

    種類：ポスター、立札、看板の類、ちょうちん 

数量：会場場内では、ポスター、立札、看板の類は、数量に制限なし。 

    会場外では、ポスター、立札、看板の類は通じて２個 。 

ちょうちんは、１個（会場の内外を通じて） 

規格：ポスター、立札、看板の類は２７３cm×７３㎝以内 

      ちょうちんは高さ８５cm、直径４５㎝以内 

注意：看板等には、その表面に掲示責任者の住所､氏名を記載しなければならな

い。 

 

  (2) 公営施設使用の個人演説会 

   ① 市選管事務局に開催予定日前２日までに文書で申し出なければならない。 

申出期間５月１７日（日）～２１日（木）  ８：３０～１７:００ 

開催期間５月１９日（火）～２３日（土） 

事前に施設に問い合わせて会場が使用可能かどうかを確認しておく。 

使用できる施設については資料２（２０・２１ページ）を参照。 

② 同一施設１回限り無料（公費負担。ただし、冷暖房費は候補者負担）、２回

目以降は候補者負担。 

③ 使用する時間は、１回につき５時間以内。(準備、後始末の時間を含む。) 

 

  (3) 公営施設以外の施設を使用しての個人演説会 

① 直接施設の所有者等の承諾を得れば開催できる。 

    ② 使用料は候補者負担。 

    ③ 使用する時間に制限はない。 

       

 記載要領 記入例を参照 
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８ 選挙運動に関する収支報告書 様式１４～２８ページ 

 

 選挙運動に関する収支の概要 

 

(1) 収入について 

 収入とは、選挙費用の財源となるもので、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、

その収受の承諾または約束をいい、次のようなものが収入となる。 

① 自己の預金を選挙運動資金にあてた場合（借入金の場合も同じ） 

② 選挙運動に関する寄附があった場合 

（寄附とは、金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で、党費、

会費など債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。寄附を受ける立場からすれば、収入

の一種ということになる。） 

【選挙運動に関する寄附の例】 

・拡声機や選挙事務所を無料で借りた場合 

・候補者への陣中見舞 

・労務の無償提供 

 

(2)支出について 

  支出とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与または交付、その供与または交

付の約束をいい、金銭的な支出ばかりでなく、財産的利益の消費も含まれることは収

入の場合と同様である。 

 ※ 例えば、選挙事務所を無料で借りて使用したときは、借り賃を時価に見積もって寄

付とし収入に計上するとともに、支出にも家屋費として計上しなければならない。 

公費負担支出（選挙運動用ポスター及びビラの作成）については「備考欄」にその

旨を記載するものとする。 

 

 (3)支出制限額 

① 支出制限額の計算方法（市長選挙の場合） 

 支出限度額＝告示日の選挙人名簿登録者数×81円（人数割額）＋3,100,000円（固定額）      

登録者 97,000 人の場合(10,957,000 円) 

② 支出制限額の公表 

 支出制限額は告示日（５月１７日（日））に算出し告示される。 

 告示後、その写しを候補者に交付する。 
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 記載要領 記入例を参照 

      ただし、次のことについては特に注意する。 

(1)  収入の部には、選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入を記載する。 

     金銭以外の収入の場合は、「金銭以外の寄附及びその他の収入の見積の根拠」欄

にも記入する。 

種別の欄は、「寄附」と「その他の収入」の種別を記載する。 

 

(2)  支出の部には、選挙運動に関するすべての支出を記載する。 

   金銭以外の支出の場合は、「金銭以外の支出の見積の根拠」欄にも記入する。 

     区分の欄は、「立候補準備」と「選挙運動」の区分を設けて記載する。 

     費目については、次の 10項目にわけて費目ごとに明細を記載する。 

  

① 人件費 
選挙運動のために使用する労務者、事務員、車上等運動員(う

ぐいす嬢)、手話通訳者及び要約筆記者に対する報酬等。 

② 家屋費 

（選挙事務所費、 

集合会場費） 

選挙事務所自体の借上料のほか、机など備品借上料、臨時電

話仮設費等。集合会場費は、個人演説会場の借上料等。 

③ 通信費 電話料(電話機の借上料・通話料)及び電報料、郵便料等。 

④ 交通費 運動員、事務員、労務者に対する交通費等。 

⑤ 印刷費 
選挙運動用ポスター及びビラの作成（公費負担分も含む。）、

選挙運動用葉書（8,000枚）等の印刷費等。 

⑥ 広告費 
立札、看板、ちょうちん、たすき、拡声機等の費用及び新聞

広告料等。 

⑦ 文具費 紙、筆記用具その他選挙事務所において使用した消耗品費等。 

⑧ 食糧費 
選挙事務所で提供する湯茶、菓子。運動員・労務者に対して

提供する弁当の調製費用等。 

⑨ 休泊費       休憩及び宿泊に要した費用等。 

⑩ 雑費 光熱水費、木材、釘等の材料代。 

(3)  支出ごとの領収書等の写しを添付する。領収書等を徴し難い事情があった支出に 

  ついては、「領収書等を徴し難い事情があった明細書」に記入する。 
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第４  立候補に伴う交付物件 

 

１ 選挙運動用自動車（船舶）表示板及び自動車船舶乗車(乗船) 用腕章 

  

（１）選挙運動用自動車等の概要 

   ① 主として選挙運動用自動車として使用できるのは１台のみ。 

   ② 表示板を前面の見やすい箇所に設置しなければならない。 

③ 選挙運動用自動車として使用できる主な種類。 

・乗車定員１０人以下の乗用自動車 

・乗車定員４人以上１０人以下の小型自動車 

 ただし、屋根､側面等が構造上開放されているようなものは、使用できない。 

④ 候補者､運転手以外に自動車船舶乗車(乗船)用の腕章を着用した運動員４人 

までしか乗車(乗船)できない。(船舶の運航に従事する船員の数には制限はな

い。) 

⑤ 選挙運動用自動車表示用に掲示できるもの。 

・種類 ポスター、立札、看板、ちょうちんの類 

・数量  ポスター、立札、看板の類は数に制限なし 

   ちょうちんの類は１個 

・規格 ポスター、立札、看板の類は縦２７３cm×横７３㎝以内 

     ちょうちんの類は高さ８５㎝、直径４５㎝以内 

    注) 規格内のものを２枚合わせて１枚の看板として使用できない。 

・記載内容 特に制限はない 

※ 道路交通法の規制があるので看板等を掲示する場合は、所管の警察署の指示

を受けること。なお、選挙運動用自動車の警察署での確認方法が「警察署へ

の現車持ち込みから「図面、写真等による書類確認」に変更されています。 

⑥ 自動車上での選挙運動 

走行中の自動車においては、選挙運動はできないが、午前８時から午後８時

までの間の流し連呼は認められている。停止中の自動車の上においては、街頭

演説、その他の演説(会社、工場等に乗り入れて行う演説)、連呼行為等を行う

ことができる。この場合、街頭演説用の標旗を掲げなければならない。 

 

 （２）交付者   市選挙管理委員会 

 

（３）交付枚数  選挙運動用自動車（船舶）表示板 １枚 

自動車船舶乗車(乗船) 用腕章    ４枚 
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２ 選挙運動用拡声機表示板 

 

 （１）選挙運動用拡声機の概要 

使用できる選挙運動用拡声機は一揃に限り、表示板を送話口（マイクロフォン）

の下部等一定の場所に取り付けなければならない。 

ただし、個人演説会の開催中にその会場において別に一揃を使用することがで

きる。（表示も要しない。） 

 

 （２）交付者   市選挙管理委員会 

（３）交付枚数  １枚 

 

 

３ 街頭演説用標旗及び街頭演説用腕章 

 

 （１）街頭演説の概要 

① 街頭演説は、演説者がその場にとどまり、標旗を掲げて行わなければならない。 

② 街頭演説に従事する者は、街頭演説用の腕章又は乗車(船)用腕章を着用した 

１５人以内でなければならない。 

③ 街頭演説をする者は、学校、病院、診療所の周辺においては静穏の保持に努め

なければならない。 

④ 長時間にわたり、同一の場所にとどまってすることのないよう努めなければな

らない。 

⑤ 次の建物又は施設において選挙運動のための演説及び連呼行為を行うことが

できない。 

・国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。) 

  ただし、公選法の規程に従い、公営施設使用の個人演説会を開催すること

は差し支えない。 

・汽車、電車、乗合自動車、船舶の中や、停車場その他鉄道地内 

・病院、診療所その他療養施設  

 

（２）交付者   市選挙管理委員会 

（３）交付枚数   街頭演説用標旗   １枚 

街頭演説用腕章 １１枚 
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４ 選挙運動用通常葉書使用証明書及び選挙運動用葉書差出票 

 

(1) 選挙運動用葉書の概要 

① 使用できる枚数は、８,０００枚。 

② 選挙運動用通常葉書使用証明書を郵便物の集配を取扱う日本郵便（株）防府郵便

局内（ゆうゆう窓口）に提示し、無償（公費負担）で選挙用表示の官製葉書の交

付を受けるか、あらかじめ調達した私製葉書を提出し選挙用である旨の表示を受

け無償（公費負担）で郵送することができる。（私製葉書のサイズは､長辺１４～

１５．４㎝、短辺９～１０．７㎝） 

③ ポストに直接投入することはできず、配達事務を取扱う上記の（ゆうゆう窓口）

に選挙運動用葉書差出票を添えて差し出さなければならない。 

※ 詳細については日本郵便（株）の資料等を参照。 

 

 (2) 交付者 選挙長 

(3) 交付数 選挙運動用通常葉書使用証明書 １枚 

選挙運動用葉書差出票 １組(４０枚１組 １枚２００枚分) 

 

 

５ 新聞広告掲載証明書 

 

 (1) 新聞広告掲載の概要 

① 選挙期間中、候補者の負担で２回に限り掲載できる。 

② 希望する新聞社へ新聞広告掲載証明書を広告文とともに提出し申込みする。 

  ③ 掲載できる大きさ等は次のとおり 

     ・大きさ  記事下 横９．６㎝  縦２段組以内 

   ・通称を認定された場合、その通称を記載しなければならない。 

    ・写真は可、色刷り不可 

 

 (2) 交付者 選挙長 

(3) 交付数 ２枚 
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６ 通称認定書 

 

 (1) 通称認定の概要 ５ページ「通称認定申請書」を参照 

 (2) 交付者 選挙長 

(3) 交付数 １枚 

 

 

７ 選挙運動用ビラ証紙 

 

 （1）選挙運動用ビラの概要 

  ① ２種類以内で、候補者１人につき１６,０００枚まで頒布できる。 

  ② あらかじめ頒布しようとするビラの見本を添えて、市選管事務局へ届け出ておく

必要がある。 

  ③ ビラには、証紙を貼る必要がある。証紙の交付を受けるには、ビラ証紙交付申請

書（様式２９ページ）を市選管に提出しなければならない。 

  ④ ビラの規格  長さ２９．７㎝、幅２１㎝（Ａ４判）を超えないこと。 

  ⑤ ビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所（印刷者が法人の場

合は法人名とその所在地）を記載しておくこと。 

  ⑥ ビラの記載内容について制限はないが、虚偽事項、利害誘導等の罰則に触れるよ

うなことは記載できない。(１枚の紙に両面印刷することや色刷りも良い) 

  ⑦ 頒布方法は、新聞折込み、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭

演説の場所における頒布の方法に限られる。 

 

 (2) 交付者 市選挙管理委員会 

(3) 交付数 １６，０００枚 

 

 

８ 便宜的に交付するもの 

 

(1) 選挙期日の告示（写） １部   

(2) 選挙運動に関する支出制限額の告示（写） １部   

 

 

※ なお、たすき(胸章類)は交付しないが候補者が着用している限り胸章類は、 

数、規格、記載内容に制限がない。 
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第５  選挙運動等の概要 

 

１ 選挙運動期間 

 

(1) 選挙運動のできる期間は、立候補届出受理後から選挙期日

の前日までである。 

 

(2)  立候補届出前に行う選挙運動は、禁止される。 

  ただし、概ね次のようなものは、立候補届出前の準備行為と

して認められる。 

 

   ① 政党等の公認を求める行為 

   ② 選挙事務所借入れの内交渉 

   ③ 出納責任者、選挙運動員の就任の内交渉 

   ④ 事務員及び労務者雇用の内交渉 

   ⑤ 個人演説会場借入れの内交渉 

   ⑥ 選挙演説を依頼するための内交渉 

   ⑦ 選挙運動用葉書による推薦依頼の内交渉 

   ⑧ 自動車、船舶及び拡声機の借入れの内交渉 

   ⑨ 立札、看板、ポスター等の作成 

   ⑩ 選挙運動資金の調達 

   ⑪ 供託の手続 

注)これらの行為が、あわせて投票獲得の意図をもって行わ

れるときは、事前運動に該当することがある。 

  また、選挙運動期間中に制限を受けない行為でも事前運動

は禁止されている。 

 
 

２ 選挙運動を禁 

  止される者 

 

(1)投票管理者及び選挙長（その関係区域内）。 

(2)選管委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員

会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員（その職務の内外を

問わない）。 

(3)公務員等が、その地位を利用して選挙運動することの禁止。 

(4)教育者が、その地位を利用して選挙運動をすることの禁止。 

(5)満１８歳未満の者の選挙運動の禁止。 

  （満１８歳未満の者を選挙運動の労務に使用することは差支

えない。） 

(6)選挙犯罪又は政治資金規正法違反の罪を犯したために選挙

権、被選挙権のない者は、一切の選挙運動をすることができ

ない。 

 

３ 選挙事務所 ６ページ「選挙事務所設置届」参照 

４ 選挙運動用 

自動車（船舶） 

１１ページ「選挙運動用自動車（船舶）表示板及び自動車船舶乗

車(乗船) 用腕章」参照 

５ 選挙運動用 

拡声機 
１２ページ「選挙運動用拡声機表示板」参照 
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６  個人演説会 ８ページ「公営施設使用個人演説会開催申出書」参照 

７ 街頭演説会 １２ページ「街頭演説用標旗及び街頭演説用腕章」参照 

８ 選挙運動用 

通常葉書 

１３ページ「選挙運動用通常葉書使用証明書及び選挙運動用葉書

差出票」参照 

９ 新聞広告 １３ページ「新聞広告掲載証明書」参照 

 

10 選挙運動用 

ポスター 

 

（１）選挙運動用ポスターは公営掲示場にのみ掲示できる。 

 

   ① 公営掲示場設置の総数 ２６２箇所 

  ② 公営掲示場設置の場所 

      ポスター掲示場の設置場所の告示(５月１３日)以降、確定 

   した「ポスター掲示場設置場所位置図」を市選管事務局で 

   受け取る。 

   ③ 掲示期間 

       立候補の届出が受理された後から選挙期日まで。 

      なお、投票日の当日は新たに掲示することはできない。 

   ④ 掲示の方法 

       設置された公営掲示場には区画が設けられ、各区画には

市選挙管理委員会が定めた番号が記載してあるので、立候

補の届出の順と同じ番号が記載してある区画に選挙運動

用ポスター１枚を掲示することができる。 

 

 
 

（２）選挙運動用ポスターの規格等 

 

① 長さ４２cm、幅３０cm以内。 

  ② 表面に、掲示責任者及び印刷者の住所・氏名が記載され

ていること。 

③ ポスターへの検印又は証紙の貼付は要しない。   

     ただし、候補者届出書等の事前審査時に原寸大のポスター

の見本を提示すること。その後に異なる種類のポスターを

作成した場合も、その現物見本を１枚提出すること。 

  ④ 貼付されたポスターは、ポスター掲示場の撤去委託業者

が処分することとなる。 

 

11 選挙運動用 

ビラ 

 

１４ページ「選挙運動用ビラ証紙」参照 
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12 文書図画に関す

る事項 

 

資料３（２２ペー

ジ）を参照 

 

(1)  著述・演芸等の広告その他いかなる名義をもっても、法に

許された選挙運動のための文書図画の頒布又は掲示の禁止

を免れる行為として、候補者の氏名、シンボルマーク、政党

名又は候補者を推薦、支持、反対する者の名を表示する文書

を頒布又は掲示することができない。 

 

(2)  選挙運動期間中、候補者の氏名、政党又は候補者の推薦届

出者、その他選挙運動に従事する者、若しくは候補者と同一

の戸籍内にある者の氏名を表示した見舞状、その他これに類

するあいさつ状を、頒布又は掲示することはできない。 

   また、候補者等は、選挙運動期間中に限らず、防府市内に

ある者に対し見舞状、その他これに類似するあいさつ状を出

してはならない。（答礼のため自筆によるものを除く。） 

   なお、候補者等は、市内にある者に対するあいさつを目的

とする広告を有料で新聞、雑誌、パンフレット等に掲載する

こともできない。 

 

(3)  任期満了の日の６か月前から当該選挙の期日までの間、公

職の候補者及び後援団体の政治活動のために使用されるポ

スターを掲示することはできない。 

 

(4)  選挙運動のために掲示した文書図画は、選挙終了後すみや

かに撤去しなければならない。 

（選挙事務所を廃止したとき、自動車、船舶の使用をやめた

とき、又は演説が終了したときは、直ちにこれらの使用した

文書図画を徹去しなければならない。） 

 

(5)  選管から法に違反して掲示されていると認められる文書図

画について、撤去命令がなされたときは、直ちに徹去しなけ

ればならない。 

 

13 選挙期日後の 

挨拶行為の制限 

   

 

何人も、選挙期日後において当選又は落選に関し、選挙人に拶

拶する目的で次の行為をすることができない。 

① 戸別訪問 

② 文書図画の頒布又は掲示 

 ただし、自筆の信書や当選（又は落選）に関する祝辞（見舞）

等の答礼のための信書を除く。 

③ 新聞又は雑誌の利用（広告） 

④ 放送設備の利用 

⑤ 当選祝賀会その他の集会の開催 

⑥ 自動車を連ね、又は隊を組んで往来する等によって、気勢を

張る行為をすること。 

⑦ 当選に関する答礼のため、当選人の氏名又は政党等の名称を

言い歩くこと。 
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14 選挙に関して 

   の寄附の禁止 

   (法 199～200) 

        

注） ｢選挙に関し｣ 

とは、選挙に際し選

挙に関する事項を

動機としてという

意味であり選挙運

動よりも範囲が広

く選挙に関連する

もの一切が含まれ

る。 

 

(1) 地方公共団体と特別の関係がある者の寄附の禁止 

  ① 市と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者。 

② 会社その他の法人が融資を受けている場合に、その融資を

行っている金融機関等が、その融資について、防府市から利

子補給金の決定を受けた場合には、その融資を受けている会

社その他の法人。 

 

(2) いかなる名義をもってするを問わず候補者の表示(されてい

ると類推される)団体のその選挙に関する市内にある者に対

しての寄附の禁止。 

 

(3) 一定期間(任期満了前９０日から選挙の期日までの間) 候補

者の自分の後援団体(資金管理団体を除く。)に対する寄附の禁

止。 

 

※  選挙に関すると否とを問わず、次のことについても寄附が禁

止されている。 

(1)  候補者等は、防府市内にある者に対し、いかなる名義をも

ってするを問わず寄附をしてはならない。 

(2)  候補者等がその役職員又は構成員である会社、その他法人

又は団体は、防府市内にある者に対し、いかなる名義をもって

するを問わず、これらの者の氏名を表示し、又はこれらの者の

氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。 

 

 

15 その他 

 

(1) 選挙運動のための戸別訪問及び戸別訪問に類似する行為は

禁止される。 

 

(2) 選挙運動のための署名運動は禁止される。 

 

(3) 何人も、選挙運動のために気勢を張る行為をすることは禁止

される。 

 

(4) 何人も、選挙運動に関して飲食物を提供することは、いかな

る名義であっても原則として禁止される。ただし、湯茶及び菓

子、選挙事務所における弁当（運動員と労務者に対するもの 

資料１（１９ページ）を参照）の提供は認められる。 

 

(5) 幕間演説、個々面接、電話による選挙運動は、原則として自

由に行えるが、態様によっては禁止事項に該当することや選挙

運動費用に算入しなければならないことがあるので注意する

こと。 

注)ここに掲載した禁止事項等はほんの一部であるので、選挙運動等を行うにあたっては

「地方選挙の手引 令和８年版」などを熟読し、公職選挙法その他関係法令を理解する

ことが重要。 
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資料１ 

選挙運動員、事務員及び車上等運動員、労務者に支給できる報酬及び実費弁償一覧表 

区    分  報     酬 
実    費    弁    償  

鉄道･船舶・車賃 宿 泊 料 弁 当 料 茶 菓 料 

 

 

 

選

挙

運

動

に

従

事

す

る

者 

 

選挙運動員 
 

支給することが

できない。 

 

ｱ 鉄道賃＝鉄道

旅行について

路程に応じ旅

客運賃等によ

り算出した実

費額 

ｲ 船賃＝水路旅

行について路

程に応じ旅客

運賃等により

算出した実費

額 

ｳ 車賃＝陸路旅

行（鉄道旅行

を除く。）に

ついて路程に

応じた実費額 
 

 

１夜 

  につき 

12,000円 

 

食事料 

２食分を

含む。 

 

１食 

  につき 

 1,000円 

 

１日 

  につき 

 3,000円 

 

 

弁当を提

供した場

合は、提

供した弁

当の実費

を差し引

いた額を

支給する 

 

１日 

 につき 

  500円 

 

選挙運動の

ために使用

する事務員

（あらかじ

め選管に届

け出た者） 
 

 

１人１日 

  につき 

 10,000円以内 

 

超過勤務手当は

支給できない。 

 

車上等運動

員 

（あらかじ

め選管に届

け出た者） 

 

１人１日 

  につき  

 15,000円以内 

 

超過勤務手当は

支給できない。  

 

労    務    者 
 

・１人１日 

   につき 

 10,000円以内 

・超過勤務手当 

  上記の５割 

 以内 

 

弁当を提供した

ときは弁当の実

費額を差し引い

た額を支給しな

ければならな

い。 
 

 

前記と同じ 
 

１夜 

  につき 

10,000円 

 

食事料を 

 

 

支給する

ことがで

きない 

 

現物提供

ができる 

 

支給する

ことがで

きない 

 

現物提供

ができる 

注）１「事務員」及び「車上等運動員」とは、選挙運動に関する事務に従事する者、う

ぐいす嬢、手話通訳者及び要約筆記者として雇入れた者をいう。（総括主催者、

出納責任者等又は親族関係の者は含まない。） 

    ２  届出をしていない事務員及び車上等運動員については、報酬の支給はできない。 

３ 「労務者」とは、単純な機械的労務及び発送、看板の運搬、ポスター貼り、自動

車の運転等で報酬の取得を目的とする者。 

含まない。 
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資料２ 
公営施設使用個人演説会場一覧表 

公職選挙法第１６１条第１項第１号の規定による施設  

施     設     名  施   設   の   所   在   地  連   絡   先  

山口県立防府総合支援学校 防府市大字浜方２０５番地の３  ２２－６１０８ 

山口短期大学 防府市大字台道１３４６番地の２  ３２－０１３８ 

山口県立農業大学校 防府市大字牟礼１０３１８番地  ３８－０５１０ 

暁の星幼稚園 防府市八王子一丁目２６番２７号  ３８－５７７７ 

えんしん幼稚園 防府市大字田島７０７番地の３  ２２－０３０１ 

佐波幼稚園 防府市平和町６番２０号  ２２－０６２５ 

瑞祥幼稚園 防府市岩畠３丁目３番２９号  ３８－２１１０ 

中関幼稚園 防府市大字田島１３６０番地の１  ２２－４２４６ 

華城幼稚園 防府市華城中央二丁目１番２８号  ２３－８３３６ 

双葉幼稚園 防府市東三田尻二丁目８番１２号  ２２－０３５２ 

松崎幼稚園 防府市天神二丁目５番２２号  ２２－０５３７ 

鞠生幼稚園 防府市華浦二丁目２番１号  ２２－１６６２ 

右田幼稚園 防府市大字下右田２５８番地の２  ２３－３３２３ 

牟礼幼稚園 防府市牟礼今宿二丁目１３番２４号  ３８－０８３５ 

東牟礼幼稚園 防府市大字牟礼８３６番地の２  ３８－１０２９ 

多々良幼稚園 防府市大字大崎１６１番地の２  ２３－５３１５ 

玉祖幼稚園 防府市大字佐野３３７番地の１  ２３－５１６０ 

西浦幼稚園 防府市大字西浦１８７１番地の３  ２９－０１８８ 

防府市文化センター 防府市寿町７番１号  ２３－２１１１ 

ルルサス文化センター 防府市栄町一丁目５番１号  ２８－７００６ 

富海公民館 防府市大字富海１２０３番地の１  ３４－００３４ 

牟礼公民館 防府市牟礼柳３４番１号  ２２－９９２７ 

小野公民館 防府市大字奈美７０９番地  ３６－０１１０ 

大道公民館 防府市大字台道４１３番地の１  ３２－２０７８ 

中関公民館 防府市大字田島１４３４番地の２  ２２－９８４０ 

西浦公民館 防府市大字西浦１４５７番地の３  ２９－０２４１ 

新田公民館 防府市大字浜方１８２番地の８  ２２－９９１３ 

華城公民館 防府市西仁井令二丁目２６番１号  ２２－９８６７ 

右田公民館 防府市大字高井６１４番地  ２２－９８１９ 

華浦公民館 防府市お茶屋町４番１０号  ２２－９９１５ 

向島公民館 防府市大字向島６３６番地の７  ２２－９８３５ 

佐波公民館 防府市佐波二丁目１２番３号  ２２－９９１９ 

勝間公民館 防府市警固町１丁目７番４２号  ２４－１９２９ 

松崎公民館 防府市栄町二丁目６番７号  ２１－９７９７ 

勝間公民館  防府市警固町７番２４号  ２４－１９２９ 

松崎公民館  防府市栄町二丁目６番７号  ２１－９７９７ 

小学校  
富  海 牟  礼 牟礼南 松  崎 佐  波 勝  間 華  浦 新  田 野  島 

向  島 中  関 華  城 西  浦 右  田 玉  祖 小  野 大  道  

中学校  
富  海 牟  礼 国  府 佐  波 野  島 華  陽 桑  山 華  西 右  田 

小  野 大  道        

高等学校  防   府 防府商工 防府西 高川学園 誠  英 
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公職選挙法第１６１条第１項第２号の規定による施設  

施     設     名  施   設   の   所   在   地  連   絡   先  

防府市公会堂 防府市緑町一丁目９番１号 ２ ３ － ２ ２ １ １ 

防府市地域交流センター  

アスピラート 
防府市戎町一丁目１番２８号 ２ ６ － ５ １ ５ １ 

防府市創業・交流センター  

デザインプラザＨОＦＵ 
防府市八王子二丁目８番９号 ２ ５ － ３ ７ ０ ０ 

 

公職選挙法第１６１条第１項第３号の規定による施設  

施     設     名  施   設   の   所   在   地  連   絡   先  

宮市福祉センター 防府市本橋町１６番３号 ２２－３８０１  

右田福祉センター 防府市大字下右田１２７７番地 ２３－２０９２  

牟礼福祉センター 防府市大字江泊１０５１番地の３ ２２－７７３５  

玉祖福祉センター 防府市大字佐野５１３番地 ２４－０７７５  

野島漁村センター 防府市大字野島６７９番地の１１ ３４－１５００  

 

 

 

公営施設使用の個人演説会の取扱について  

 

 

１使用手続  

候補者は、演説会開催日２日前(公職選挙法第１６３条)までに、市選挙管理委員

会に申出書を提出のこと。施設の可否については、該当施設管理者に問い合わせ後

に候補者に連絡する。 

なお、公営施設の利用にあたっては、その施設に諸行事等がある場合は施設の利

用制限（施行令第１１６条）がありますので、事前に会場の使用が可能か確認して

おいてください。 

２ 使用料 

候補者１人につき、１施設ごとに、１回に限り無料（公職選挙法第１６４条） 

２回目以降は、有料となるので、直接施設管理者に支払うこと。 

なお、冷暖房等に要する費用は、１回目から有料となるので、直接施設管理者へ

支払うこと。 
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資料３ 

選挙運動用文書図画の数量規格等一覧表 

種   別 数           量 規 格 ・ 寸 法 等 

選挙運動用 

ポスター 

設置されるポスター掲示場の総数

にあたる数（２６２箇所） 

長  さ        ４２ｃｍ 

幅            ３０ｃｍ以内 

選挙運動用 

葉      書 
    ８,０００枚 

私製葉書の場合は、長方形の紙とし、 

長  辺  １４ｃｍ～１５.４ｃｍ 

短  辺    ９ｃｍ～１０.７ｃｍ 

選挙運動用 

ビラ 

  １６，０００枚 

(２種類以内・証紙の貼付要) 

Ａ４版以内 

長さ２９．７ｃｍ・幅２１ｃｍ 

(両面印刷や色刷りも可) 

選挙運動用 

新 聞 広 告      
２ 回 

横  ９.６ｃｍ 

縦  ２段組以内 

・記事下 

・写真可 

・色刷不可 

選挙事務所 

を表示する 

ためその場

で掲示する

もの 

ポスター、立札、看板の類 

通じて３枚以内 

 (余白部分に写真、政見掲載可) 

縦  ３５０ｃｍ 

横  １００ｃｍ以内 

(縦を横にしてもよい) 

ちょうちんの類      １個 

 

高さ  ８５ｃｍ 

直径  ４５ｃｍ以内 

個人演説会

開催中に掲

示できるも

の 

ポスター 

立札 

看板の類 

会場外 通じて２個 
縦  ２７３ｃｍ 

横    ７３ｃｍ以内 
会場内 制限なし 

ちょうちん 
会  場 

内、外 
通じて１個 

高さ  ８５ｃｍ 

直径  ４５ｃｍ以内 

選挙運動用

自動車（船

舶）に掲示で

きるもの 

ポスター、立札、看板の類 

数の制限なし 

縦  ２７３ｃｍ 

横    ７３ｃｍ以内 

ちょうちんの類      １個 
高さ  ８５ｃｍ 

直径  ４５ｃｍ以内 

 


